
「令和８年度ぐんまちゃん YouTube動画制作等実施業務」仕様書 

 

１ 委託業務名 

令和８年度ぐんまちゃん YouTube動画制作等実施業務 

 

２ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 趣旨・目的 

本県のマスコット「ぐんまちゃん」の認知度及び好感度を向上させるため、子ども向けの楽曲（子

ども向けの童謡、ダンス、手遊びなど）を活用した動画制作を行い、YouTube チャンネルに公開す

ることで、本県内外での本県及びぐんまちゃんの魅力発信を図ることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

  YouTube 動画制作にかかる企画、楽曲制作、動画撮影、編集、公開及び付随する業務一式を委託

する。 

なお、業務遂行の全ての過程において、群馬県（以下「甲」という。）との打ち合わせ・調整を

密に行うものとする。 

 

（１）歌動画 

①概要 

・ぐんまちゃん、あおま、みーみ（以下「ぐんまちゃん等」という。）と歌のお姉さんが出演

した子ども向けの楽曲（子ども向けの童謡、ダンス、手遊びなど）を歌って踊る動画を制作

し、YouTubeチャンネルに公開する。 

・公開頻度は新規楽曲での制作動画について週１回以上とし、ミニコーナー動画やメドレー動

画についても随時公開することとする。 

②ターゲット 

   ・未就学児及びその親 

③出演者 

   ・「ぐんまちゃん等」及び歌のお姉さん（中野美優氏） 

    ※出演経費については、委託料の中に含むものとする。 

※出演キャラクター数は使用楽曲により異なる（甲乙協議のうえ決定）。 

④制作本数 

・制作本数は 50 本以上とし、YouTube チャンネル「劇団ぐんまちゃん♪」に公開済みの動画

を活用することも可能とするが、新規楽曲での制作を最低 40本以上は制作するものとする。 

なお、制作内容（使用楽曲・動画内容）の詳細は甲乙協議のうえ決定する。 

   ・チャンネル活性化を目的としたコラボレーション動画の企画・制作を１本以上行うものとす

る。 

   ・動画配信計画を事前に策定し、当該計画に基づき配信準備を遂行するものとする。 



・乙は、配信状況について、進捗その他関連事項を含め、随時甲に対し適切な方法により情報

共有を行うものとする。 

⑤楽曲制作 

・楽曲は、改めて歌唱、演奏を行い、本委託事業用に再収録したものを使用する（楽曲により

打ち込みや生演奏など使い分けることも可とする）。 

なお、制作に当たり幼児教育コンテンツとしての側面も持つことを意識すること。 

・楽曲使用時に利用料金が発生する場合は、委託料の中に含むものとする。 

・楽曲は、甲乙協議のうえ、年度当初に年間計画を作成すること。また、トレンドや季節に応

じた内容とするなど選曲を提案すること。 

・各楽曲を識別可能となるよう通し番号を付して管理するものとする。 

⑥動画制作 

・動画の長さは、使用楽曲に準ずる。 

※解像度等規格については業者選定後に決定する。 

・原則、動画をクロマキーで撮影後、別途制作したイラストやアニメーション等を背景として

編集作業を行うものとする。なお、背景は楽曲の雰囲気に合わせてその都度、制作するもの

とする。 

・振付については、「ぐんまちゃん等」のキャラクター性などを考慮した提案を行うものとす

る。なお、一般に浸透している振付を活用することは可とする。 

⑦公開作業 

・撮影、編集した動画を甲指定の YouTubeチャンネル上に公開すること。 

なお、公開前に甲による確認作業を行うものとする。 

・公開スケジュールは甲乙協議のうえ決定する。 

・公開する動画に、動画内容やチャンネル分析に基づきタイトル、サムネイル、タグ、概要欄、

ジャンルなどの設定を行うこと。 

・ 

⑧その他 

・「ぐんまちゃん等」の衣装は、甲が所有する衣装の中から曲に合わせて乙が提案するものと

する。 

・本事業に係る「ぐんまちゃん等」の出動経費については甲が負担する。 

 

（２）ミニコーナー動画 

①概要 

・ぐんまちゃん等と歌のお姉さんが出演した、上記（１）以外の子ども向けの様々なテーマの

動画を制作し、YouTubeチャンネルに公開する。 

・子どもの知育に役立つ要素やぐんまちゃん等のキャラクター性を効果的に伝える要素、お便

り紹介等視聴者とのコミュニケーションとなる要素を入れること。 

・甲が指定するイベントの告知動画についても制作すること。 

・公開頻度は月１本以上とする。 

②ターゲット 



・未就学児及びその親 

③出演者 

・「ぐんまちゃん等」及び歌のお姉さん（中野美優氏） 

※出演経費については、委託料の中に含むものとする。 

※出演キャラクター数は内容により異なる（甲乙協議のうえ決定）。 

④制作本数 

・制作本数は 12本以上とする。 

なお、制作内容（使用楽曲・動画内容）の詳細は甲乙協議のうえ決定する。 

⑤動画制作 

・動画の長さは、動画内容やチャンネル分析に基づき乙が提案すること。 

※解像度等規格については業者選定後に決定する。 

・原則、動画をクロマキーで撮影後、別途制作したイラストやアニメーション等を背景として

編集作業を行うものとする。 

・動画内容については、「ぐんまちゃん等」や歌のお姉さんのキャラクター性など考慮した提

案を行うものとする。 

 なお、「ぐんまちゃん等」のキャラクター性については、アニメ「ぐんまちゃん」を参考に

する。 

⑥公開作業 

 ・撮影、編集した動画を甲指定の YouTubeチャンネル上に公開すること。 

なお、公開前に甲による確認作業を行うものとする。※公開スケジュールは甲乙協議のうえ

決定する。 

・公開する動画に、動画内容やチャンネル分析に基づきタイトル、サムネイル、タグ、概要欄、

ジャンルなどの設定を行うこと。 

⑦その他 

 ・「ぐんまちゃん等」の衣装は、甲が所有する衣装の中から曲に合わせて乙が提案するものと

する。 

 ・本事業に係る「ぐんまちゃん等」の出動経費については甲が負担する。 

 

（３）メドレー動画 

  ①概要 

   ・YouTubeチャンネル「劇団ぐんまちゃん♪」で公開済みの動画をメドレー動画として制作し、

YouTubeチャンネルに公開する。 

   ・公開頻度は、月１本以上とする。 

  ②制作本数 

   ・制作本数は、１２本以上とする。 

    なお、制作内容（使用楽曲・動画内容）の詳細は甲乙協議のうえ決定する。 

③動画制作 

・動画の長さは、動画内容やチャンネル分析に基づき乙が提案すること。 

※解像度等規格については業者選定後に決定する。 



  ④公開作業 

   ・撮影、編集した動画を甲指定の YouTubeチャンネル上に公開すること。 

なお、公開前に甲による確認作業を行うものとする。※公開スケジュールは甲乙協議のうえ

決定する。 

・公開する動画に、動画内容やチャンネル分析に基づきタイトル、サムネイル、タグ、概要欄、

ジャンルなどの設定を行うこと。 

 

（４）その他 

①YouTubeショート動画 

・YouTubeチャンネル「劇団ぐんまちゃん♪」で公開済みの動画を切り抜いた YouTubeショー

ト動画を適宜、制作すること。 

・制作本数は、甲乙協議のうえ決定する。 

    なお、制作内容（使用楽曲・動画内容）の詳細は甲乙協議のうえ決定する。 

・動画の長さは、動画内容やチャンネル分析に基づき乙が提案すること。 

※解像度等規格については業者選定後に決定する。 

   ・撮影、編集した動画を甲指定の YouTubeチャンネル上に公開すること。 

なお、公開前に甲による確認作業を行うものとする。※公開スケジュールは甲乙協議のうえ

決定する。 

・公開する動画に、動画内容やチャンネル分析に基づきタイトル、サムネイル、タグ、概要欄、

ジャンルなどの設定を行うこと。 

  ②小道具 

・小道具を動画２本分以上制作すること。 

  ③衣装管理 

   ・歌のお姉さんの衣装管理を行うこと。 

  ④チャンネルの管理 

   ・YouTubeチャンネル「劇団ぐんまちゃん♪」アカウントの管理を行うこと。 

   ・配信計画を作成し、甲と協議の上、チャンネル運営を行うこと。 

  ⑤チャンネル分析 

・月１回、チャンネル分析に基づく、現状の課題抽出や動画制作の企画提案を内容とする分析

レポートを提出すること。 

・上記分析レポートを基に甲と乙が参加するミーティングを主催すること。 

  ⑥チャンネル登録者数増加に向けた施策 

・甲と協議の上、ノベルティ制作等のチャンネルの広報関連業務等を行う。 

 

５ 成果物 

 ・以下のものを、甲が指定する期日までに甲が指定する方法で納品すること。 

① YouTube公開用に編集した動画データ 

  ② ①に使用した楽曲・動画素材等一式 

  ③ 各月のレポート 



 

６ 実績報告 

乙は業務終了後に「実績報告書」を、速やかに提出すること。 

 

７ その他 

（１）「４ 業務内容」に記載した事業の執行、労務管理及びその他本委託事業に関連した事業の遂

行にあたり、関係法令を遵守し、諸手続を行うものとする。 

（２）本委託事業にて納品する成果物についての全ての権利は原則として甲へ帰属する。 

なお、楽曲に関する作詞・作曲の権利は、著作権者に帰属する。 

（３）乙は成果物が他者の所有権や著作権を侵害しないことを保証すること。第三者から成果物に関

して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、乙が負うものとする。 

（４）乙は、本委託事業について機密を守り、業務内容を許可なく第三者に公表、転用及び貸与して

はならない。 

（５）仕様書に記載のない事項及び内容の詳細について、また、業務上疑義が生じた場合は、甲乙協

議のうえ、決定するものとする。 


